
　町では、皆さんの子育てをサポートすることを目的に、

乳幼児と保護者が遊びをとおしてふれあう場、保護者の

交流の場として子育てサロンを開催します。 

　皆さん、お子さんと一緒にぜひ遊びに来てください。なお、

当日は保育士や保健師が育児などの相談もお受けします。 

【月　日】４月２５日（金） 

【時　間】午前１０時～１１時 

【場　所】第一保育所　遊戯室　 

【対象者】乳幼児とその保護者 

【問合先】子育て支援センター 

※予約の必要はありません。直接会場にお越しください。

なお、車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利用く

ださい。 

子育てを応援します 
～保育料軽減を拡大～ 

福祉健康課 

子育てサロン 
「みんなで遊ぼっ」開催 

1388-1111　 

1388-1112　 

1388-1113　 

1388-1114　 

1388-1115　 

1388-7171　 
1388-1116　 

 

 

〈各課直通電話〉 

 総 務 課  

税 務 課  

企 画 課  

環 境 経 済 課  

住 民 課  

福 祉 健 康 課  
（ 役 場 窓 口 ） 

建 設 課   

水 道 課   

会 計 課   

議 会 事 務 局  

教 育 文 化 課  

学校給食センター 

1388-1117　 

1388-1118　 

1388-1119　 

1388-1110  

1388-3231  

1387-5321 

　町では、働く子育て世帯などの経済的負担を軽減し、

子育てしやすい環境づくりを目的として、保育料の軽減を

行っています。 

　今まで、保育料の軽減は保育所に通う児童の兄姉が

保育所（園）や幼稚園などに入所している場合を対象と

していましたが、今年度から対象を小学校3年生までに拡

大し、3人目のお子さんから保育料を無料とすることとなり

ました。 

子育て支援センター 

はつらつ健康診査のお知らせ 
福祉健康課 

　町では、今年度４０歳・４５歳・５０歳・５５歳になる方を対象
にはつらつ健康診査を実施します。 
　この健康診査は子宮がん検診以外のすべての健診が
受けられる総合健診です。対象となるかたには、今月上旬
に申し込みハガキを送付しますので、受診を希望される方は、
今月１４日（月）までにお申し込みください。申し込みをされた
方には５月上旬に受診票をお送りします。 
　５年に１度の健診ですので、この機会にぜひ受診してく
ださい。 

対象者 

 

実施日 

受付時間 

健診場所 

 

 

健診内容 
※子宮がん検 
診以外のすべ 
ての健診が受 
けられます。 

 

 

自己負担金 

 

申込方法 

問合先 

今年度 
40歳・45歳 
50歳・55歳 
になる方 
 
 

全員 
 

40歳の方 

女性の方 

50歳・55歳の 
男性の方 

男性 

女性 

5月16日（金）・20日（火）・21日（水）・22日（木）・6月6日（金） 

午前8時45分～10時45分 

福祉健康センター 

S28.4.2～S29.4.1生まれ 
S33．4．2～S34．4．1生まれ 
S38．4．2～S39．4．1生まれ 
S43．4．2～S44．4．1生まれ 

B型やC型肝炎ウイルス検査 

骨粗しょう症検診・乳がん検診 

前立腺がん検査 （PSA検査といって血 
液検査で行います。）   

2,500円 

3,700円 

※健診当日、会場で 
お支払いいただきます。 

4月14日（月）までに「はつらつ健康診査申込ハガキ」 
を、役場（福祉健康課）・福祉健康センター・松枝公民館 
・総合会館へ提出してください。 

笠松町福祉健康センター　健康担当 

問診・身体計測・腹囲測定・血圧測定・理学的検査 
尿検査・心電図・眼底検査・歯科健診・聴力検査 
血液検査（肝機能・血中脂質・貧血・ヘモグロビンA1ｃ） 
胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診（胸部X線・喀痰検査） 
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